
第 ２９ 号議案  

 

国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月 ２１ 日 

 

 

     提出者  国 立 市 長    濵 﨑 真 也 

 

 

（説 明） 特定任期付職員の給料表及び期末手当の支給率の改定を行うと

ともに、特定任期付職員業績手当を廃止し、及び勤勉手当を支給

するため、条例の一部を改正するものである。 

 

 

国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例案 

 

第 １ 条 国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（平成２４年１２月国立市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１ ３８３，５００円 

２ ４３２，２００円 

３ ４８３，７００円 

４ ５５１，５００円 



５ ６２６，１００円 

第５条中「第２条及び」、「ついては、」及び「特定任期付職員業績手

当」と、」の次に「給与条例」を加え、「１００分の１０２．５」を

「１００分の１０７．５」に、「１００分の１１２．５」を「１００分の

１１７．５」に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１８２．５」

に改める。 

第 ２ 条 国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を次のように改正する。 

第４条中第４項を削り、第５項を第４項とし、同条第６項中「、第３

項」を「及び第３項」に改め、「及び第４項の規定による特定任期付職員

業績手当の支給」を削り、同項を同条第５項とする。 

第５条中「第２条及び給与条例第１５条第２項」を「第１５条第２項及

び給与条例第１６条第２項」に改め、「給与条例第２条中「勤勉手当」と

あるのは「勤勉手当ならびに国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の

特例に関する条例（平成２４年１２月国立市条例第３５号）に定める特定

任期付職員業績手当」と、」を削り、「１００分の１５７．５」を「１００

分の６２．５」に、「１００分の１８２．５」を「１００分の７２．５」

と、給与条例第１６条第２項中「１００分の１１７．５」とあるのは

「１００分の１１２．５」に改める。 

第６条第１項中「、第１４条及び第１６条」を「及び第１４条」に改め

る。 
 

付 則 
 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の第４条第１項の規定は令和６年４月１日か

ら、第１条の規定（第５条中「第２条及び」、「ついては、」及び「特定

任期付職員業績手当」と、」の次に「給与条例」を加える改正規定を除

く。）による改正後の第５条の規定は令和６年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 



３ この条例による改正前の国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の規定に基づいて令和６年４月１日から第１条の規定の施

行の日の前日までの間に支払われた給与は、第１条の規定による改正後の

国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定によ

る給与の内払とみなす。 

 


